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I インド外交の力点

インド外交の力点は，独立 (1947年）以後の約

40年間に．自国の主権護持から南アジア地域げ］）

における域外剪力の排除いt2)へとシフトした。反

帝国主義を掲げた独立述動の成功により日権獲得

を果たした独立直後のインドとしては，当然のこ

とながらt権の護持か最大の外交目的てあったし，

そのために他国からの干渉・介入をミニマムにす

ることに傾汁せざるを得なかった。しかし．主権

国家としての地位か揺るぎないものとなってから

は，自国のみならず南アジア全域から域外勢力の

影閃り力を排除することに力点が硲かれるようにな

ったのである。

見方を変えれば，インド外交0)究極の目的は，

独立後40年の間，常に南アジア地域における自国

の地位保全にあったということもできる｛．，インド

が一貫して掲げてきた非同盟政策は，それぞれの

時期を通じて，このようなインド外交の目的ない

し国益に合致するものであったと考えられる。

南アジア地域に不当に介人する域外勢力とみな

されたのは，インド独古＾当初にあってはアメリカ

てあり，やがて中国も含まれるようになった。イ
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ンドにとって，アメリカと中国はいわば一種の仮

想敵国であったといってもよい。第2次大戦以降．

1960年代初めのケネディ政権時代を除いて， l’l]米

間に非友好的な状態が続いたのは，むしろ当然で

あった。同様なごとが印中関係についてもいえよ

う。域外勢力の排除は，アメリカなど西側諸国に

対する閉鎖的な経済開発政策にも現われていた。

極論すれば，インドは，アメリカのヘゲモニーに

基つく世界政治経済秩序を否定し続けてきたので

ある。

域外勢｝）の排除という外父指向か額在化するよ

うになったのは． 1971年の第3次インド・パキス

タン戦rh（以下，第 3次印パ戦争）以後のことてあ

るげ3)。以来，インドはアメリカあるいは中国の

影響力を排除するためにさまざまな外交政策を展

開することになるか，その基本的な戦略はもうひ

とつの大国であるソ連の力を最大限に利用するご

とにあった。インドは，米ソ中三大国の力の均衡

を保持することによって，南アジアの盟主として

の地イ打を保ってきたのである。

しかし，このようなインド外交の基本路線は，

現在，大きく見L直しを迫られている。非同盟勢力

のリーダーとしてのインドは，国際社会での梢極

的な発言を通じて冷戦構造の緩和に努めてきたが，

皮肉なことに，ィンドの外交政策は．冷戦構造と

いう国際的な枠組みがあってこそ遂行可能だった。

ソ連の崩壊および冷戦構造の消滅という状況が出

現した現在，インドは，域外勢力排除という外父
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Ⅱ　冷戦期における印米関係の枠組み
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目的を追求するための素地となるべき国際的環境

および具体的な手段を喪失したように見える。

当面の国際関係においては，アメリカが唯•••d の

超大国として大きな影響力を行使しようとしてお

り，アメリカの南アジアに対する関与も質的・研

的に大きく変化している。その結果として，イン

ドの対外政策におけるアメリカの位置は，従来と

は比較にならないほどの項要性を持つことになり，

根本的な変貌を遂げるものと想定される。インド

政府が経済自由化政策を推進していることも，イ

ンドのアメリカヘの接近を加速する要因となろう。

本稿は，ィンドの側から，域外勢力排除という視

点を軸として，これまでの印米関係および今後の

動向を規定する要因を主に政治的側面について検

討しようとするものである。

（注 1) 本稿における南アジア地域とは， SAARC 

(South Asian Association for Regional Cooperation, 

南アシア地域協h連合）の加盟国，すなわち，イント，

パキスタン，バンクラデシュ，ネパール，スリランカ，

プータンおよびモルディプの 7カ国で形成される地域を

指す，》

（注 2) 本稿に目う域外勢力排除とは，地理的なまと

まりを持つ地域において，相対的に規模の大きい人ロ・

面梢をヘースにしてj憂勢な経済｝）およぴ軍巾力を持つlKI

家（優勢国）か，その主導しようとする域内の国際関係

について，域外勢力からの介入•干渉を極小化してフリ

ーハントを確保しようとする対外政策の意味である，

なお，域外勢）］の排除は地域的ヘゲモニーと必すしも

同義ではない。地域的ヘゲモニーは．域内的には域内国

からの優越性に対する認知，また，対外的には域外勢力

の排除を意味する。インドの場合， 1970年代以降に顕在

化するのは主に後者である。

四｝jを山脈と海詳に囲まれた南アジア地域は，いわば

ひとつの「南アジア世界」を形成している。インドは—

国だけでこの地域の人口，面積および GNPの約 7割を

占め，抜きんてた＇，い事力を持つ優勢国てあるばかりか．

地域の中心部に位阻している。そのため，他の南アシア

諸国の対外関係は，すべて対印関係を基本とするものに

ならざるをえない。インドが域外勢力排除をめざすごと

転換期のEn米関係

かできるのも，こうした地政学的特性が背景にあるから

である。

（注 3l 1947年の独立から60年代末までの期間におい

てもこうした外交指向を見ることがてきる。暉刑的な例

は，中国との関係においてであづた。中国は， 1950年代

にイント北東部のアクサイ・チン (AksaiChin)地域（イ

ンドが領打権を主張）を占有し，また， 50年代から60年

代にかけてインド北東部のナカ (Naga)族・ミゾ (Mizo)

族が展開した独立運動を支援した。インドは，外交ルー

トなどを通じてこれら中国側の措閻を排除しようとした

ほか， 1962年には国境問題をめぐり中国と戦火を交えた。

このほか，インドは， 1961年には領内にあったポルトガ

ル柏民地ゴアを武力解放した。

しかし，この時代のインドは、南アジア地域における

優勢国の地位を確保するに至ってはいなかった。そのた

め， 1960年代までのインドの対外政策は，自国l：権の確

立または護持という政策的な枠組みに且づくものであっ

たと考えられる。これに対して1970年代以降の対外政策

は．南アジア地域から(/)域外勢力排除という指向に基づ

くものであった。したがって，インドの対外的な対応は，

1960年代までと70年代以降とでは表面的な類似性はあっ

ても，南アシア地域全体を意識的に視野に入れているか

古かという）ぶて基本的には大きな差界があったとはえよ

う。

II 冷戦期における印米関係の枠組み

1. 非同盟をめぐる印米の確執

（独立後～1960年代末）

長年にわたってインド外交の駐調をなしたのは，

1947年の独立当時から徐々に確立されてきた非同

盟政策である。非同盟の基軸をなす 3要素は，軍

事同盟への不参加，自国の判断に基づく自t的な

行動，すべての国との友好関係である（汗 1)。これ

らは，いずれも，インドに対する他国の影密や関

与を排除しようとする外交理念を表現したものと

も考えられる。非同盟は．いわは，後に明確化す

る域外勢力排除という指向の先駆けであったと言

えよう。非同盟政策は、その後， 1952年 6月頃か
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らネルーによって提唱された米ソ間における「平

和地域」構想旧 2)に発展し， 54年4月には相互の

不可侵および不干渉などを盛込んだ平和 5原則を

通して明確化される。

インドの非同盟政策は，ソ連および中国に代表

される共産圏諸国を封じ込めようとするアメリカ

の世界戦略とはまったく食い違うものであった。

その代表例が1950年に始まった朝鮮戦争をめくる

認識の相違であった。アメリカは，当初，南アシ

アにおいてはパキスタンではなく，インドをパー

トナーとしようとしていたと言われるが叶八非

同盟政策を展開するインドはアメリカにとって憤

りの対象でしかなく，アメリカは結局パキスタン

をパートナーとして選択した。パキスタンは，ア

メリカが主導した東南アジア集団防衛条約 (1954

年9月），バグダッド条約 (55年9月 後の中央条

約機構）にそれぞれ加盟， また， 59年 3月にはア

メリカとの相互防衛援助協定を締結した。一方，

訪印したフルシチョフソ連共産党第一書記が「カ

シミールはインドの一部である」と発言した頃

(1955年12月）から，印ソ関係は緊密化の傾向を

示すようになる。

1960年代に入ると，米中ソを主役とする国際関

係は大きく変化した。米ソが関係改善に向けて歩

み出したのに対して，中国は孤立化の様相を深め

た。この変化を象徴したのは． 1963年8月の米ソ

による部分的核実験停止条約の調印であり，翌年

10月の中国の核実験成功であった。国際関係の構

造的な変化は，南アジアにも少なからぬ余波を与

えた。パキスタンは，アメリカから離れて中国へ

と接近し，一方，インドと中国との関係は， 1962

年10月の印中国境紛争で悪化の頂点に達した。

印中国境紛争で劣勢に立たされたインドは，

1962年11月14日，アメリカとの間で軍事援助協定
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を締結し，両国関係は急速に改善された。この紛

争は同月21日に終結した。当時の印米関係は，ィ

ンド独立から1980年代後半に至るまでの期間を通

じて最初で最後の蜜月時代にあり，インドは非同

盟政策を一時的にせよ大きく踏み越えたのであっ

た。

しかし， 1966年に入ると，印米関係は急速に悪

化した。インドが民族解放の立場からアメリカに

よるベトナム戦争拡大を批判したからであるぼ 4)。

この年，アメリカは対印援助を打切り，世銀はル

ピーの対ドル切下げや年間約15億り［の援助という

非公式の約束を反古にした。この経験によって

形成されたインドのアメリカと IMF・世銀に

対する強い不信感は，現在も拭い去られてはいな

し,,袢 5)。

それ以後1960年代後半を通じて，米ソが南アジ

ア地域に影響力を行使しようとすることはなかっ

た。アメリカはベトナム戦争への介入をエスカレ

ートさせていたし， ソ連は中国との対立を抱えて

いたからである。そうした国際環境にあって発生

したのが， 1965年9月の第 2次インド・パキスタ

ン戦争（以下，第 2次印パ戦争）であった。第 2次

印パ戦争は，南アジア地域における二大国間の争

いであったが，両国の狙いには大きな相違があっ

にこの戦争は，インドの場合，印中国境紛争の

敗北からの失地回復を図ろうとするものであり，

いわば南アジア地域における覇権を目指した第 3

次印パ戦争の前哨戦の意味を持っていた。これに

対して，パキスタンに関してはより切実に自国の

生存を賭した戦争であった，と見ることもできよ

ぅ讚 6)0 

2. インドの域内大国指向

(1970年代～80年代末）

1970年代に入ってからの国際関係においては，
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71年7月のアメリカのキッシンジャー国務長官訪

中によって米中和解が進み，アメリカ・中国対ソ

連の対立の構図が出現した。

この新たな力関係は，南アジアにおける印パの

対外関係にも大きな影響を及ぽした。パキスタン

については，従来まで別々に同国を支援してきた

米中の和解は，結果的に米中パ枢軸の成立を意味

した。しかし，この枢軸はパキスタンが期待する

ほどの意味を持たなかった。米中とも南アジアに

積極的に関与し得る状況になかったからである。

アメリカの場合は，ベトナム戦争をめぐって国内

が分裂しており，第 2のベトナム戦争を招くよう

な他国への介入には乗り出せそうになかった。ま

た，中国の場合は，文化大革命末期にあって，林

彪事件に代表される国内混乱を抱えていた。

一方，インドは，米中パ枢軸に対抗するため，

ソ連との接近を図った。 1971年8月に調印された

印ソ平和友好協力条約（以下，印ソ条約）がそれで

ある。印ソ条約は，もともと，ソ連から1969年に

提案されていながら，当時のインディラ・ガンデ

ィー首相が乗り気ではなかったために放置されて

いたもので，新たな状況の下で急逮締結の運ひと

なったのであったぽ 7)。

印ソ条約は，インドが非同盟政策に訣別したと

言われたほど旧 8)，相互防衛条約的な色彩が濃厚

だった。そのため，ソ連のインドおよひ南アジア

への容隊を招く危険もあり，顕在化しつつあった

域外勢力の排除というインドの基本的外交理念を

傷つける可能性が高かった。しかし．ィンドがソ

連との関係を強化したのは，アメリカと比較して

ソ連が相対的に危険が少なかったからであり，当

時の国際関係においてはそれ以外に選択肢がなか

ったからである。ソ連のアジア政策の基本目標は，

西側の影響を減じること，中国の関与をできる限

転換期の印米関係

り封じ込めること，ェイシャン・パワー (Asian

Power)としてのソ連の存在を認識させること，非

同盟運動への参画を通じての第三世界への影響力

強化にあったと言われるぼ9）。インドとソ連との

基本的な関係は，「両国が共通の国境を持たない

一方で，共通の敵を持っていたこと」（注10) によっ

て成立していた。

1971年 12月の第 3次印パ戦争（バングラデシュ

独立戦争） （注11)は，南アジアをめぐるこのような

米中ソの対立を背景に発生したのであった。ほほ

インドの思惑どおりの結果に終わったこの戦争は，

結論から言えば， 2つの意味を持っていた。

第 1の意味は，南アジアにおけるインドの優越

性の確立である。この点については，多くの論者

が指摘するところであるぽ12)。インドはその後｀

1974年5月の地下核実験をはじめ， 75年5月のシ

ッキム (Sikkim)併合， 87年 7月のインド・スリ

ランカ合意げ13)，88年11月のモルディブにおける

クーデター鎮圧のための派兵， 89年 3月以降のネ

パールに対する経済封鎖ぼ14)など南アジアにおけ

る大国の地位を明確に指向した。第 3次印パ戦争

は，インドによる大国指向の出発点となったので

ある c

インドの大国指向は，周辺国の側に常にインド

の本心に対する疑惑を抱かせ，インドを牽制しよ

うとする動きを生じさせた。たとえば，スリラン

力は， 1970年にザンピアのルサカで開催された非

同盟首脳会議以降，インド洋の平和地域提案を繰

り返し行なってきたほか，ネパールのヒマラヤ平

和地域構想にも支持を表明した。また，スリラン

力は ASEAN加盟に関しを示しているか， これ

はなんといってもインドによる地域的支配の回避

という安全保障上の理由からであるぽ15)。モルデ

ィプ政府は， 1988年11月のクーデター鎮圧に際し

5 
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ては，はじめインドではなくスリランカに支援を

要請した， という（注16)。パキスタンの前外務次官

のアブドゥル・サッタール (AbdulSattar)は，

「（インドの）大国の地位を得ようとする試みは，

同国の政治的境界を越えて勢力を拡大しようとす

る帝国的役割へ変化している」と批判したば17)C

こうした周辺国の疑惑に対してインドは，「野

心」がないことを繰り返し明らかにしてきた。例

えば， 1989年にはラジーブ・ガンディー首相が

「われわれは支配とか勢力圏とかいった観点では

考えていない」 (il'18)と発言している。

第 2の意味は，優越性を背景に，インドが南ア

ジアにおける第三勢力の介人を排除する意図を闇

明にしたことである。第 3次印パ戦争後に締結さ

れたシムラ (Simla)協定においては，印パ間の紛

争を両国だけで解決するとの一項が定められてい

るが， この規定はインドの意図に基づいて加えら

れたものであったほ19)0

同様なスタンスは，スリランカにおけるタミー

ル独立問題を処理したインド・スリランカ合意の

際にも見られた。合意に関連してジャヤワルデネ

大統領からラジーブ・ガンディー首相に宛てた

1987年 7月29日付け書簡は，（l）スリランカが外国

人将校を雇用する場合には，インド・スリランカ

関係の利益を損なわないようにする，（2）トリンコ

マリー (Trincomalee)港にはインドの利害に反す

る船舶を寄港させない，（3)VOAのような外国の

放送施設の存在を再検討する，などの点を確認し

ていた（沖20）。この書簡は，インドが地域的超大国

であり，南アジアを勢力圏としていることをもは

や否定できないとスリランカが暗黙裡に認知した

もの， と論評された (rt21)。

1987年のインド・スリランカ合意は， 70年代以

降インド外交がめざしてきた大国としての認知と，

6 

大国インドの指導による域外勢力の排除という 2

つの目的の総仕上げとしての意義を持っていたの

である。

（注 1) Appadorai, A.; M. S. Rajan, lndids For-

eign Policy and Relations,ニューデリー， SouthPub-

lishers, 1985年． 38~39ページ。

（注 2) :V1allik, D. N., The Development of No几

Alignment in India's Foreign Policy、アラハパード，

Chaitanya Publishing House, 1967年， 128ページ C

（注 3) 1958年～60年期について開示されたアメリカ

国務省文書によれはアメリカは50年代および60年代に

おいてはインドおよび日本が中国の対抗勢力となるこ

とを望んでいたという o Statesman, 1992年7月18日。

（注 4) Brands, H. W., India and the United 

States : The Cold Peace,ボストン， TwaynePublishers, 

1990年` 115~122ページ。

（注 5) 絵所秀紀「インドの構造調整プログラムー一

若干の論点一ー」げ経済志林」第61巻第1• 2号 1992年

9月）。さらに同論文によれは， 1-アメリカの援助は r政治

的J であり，また IMF• 世界銀行はアメリカの手先で

あり` こうした機関からの援助に依存することは即イン

ドの主権侵害てあるという通念が生み出された」という。

（注 6) マリクは，建国当初からのパキスタン外交の

エッセンスは「国家の安全保障j であった，と指摘して

いる。 Malik.Iftikhar H.. "The Pakistan-U. S. Securi-

ty Relationship : Testing Bilateralism," Asian Survey, 

第30巻第3号， 1990年3月。

（注 7) Malhotra, Inder, Indira Gandhi : A Peだon

-al and Political Biography, ロンドン， Hodder& 

Stoughton, Ltd., 1991年， 135ページ。

（注 8) Singh, S. P., Political Di・mensions of India-

USSR Relations,ニューデリー， AlliedPublishers, 1987 

年, 177~178ページ。

（注 9) Horn, Robert C., "The Soviet Union and 

South Asia: Moscow and New Delhi Standing To-

gether," Korbonski, A. ; F. Fukuyama編， TheSoviet 

Union and the Third World : The Last Three Decades, 

イサカ， CornellUniversity Press, 1987年` 210ペーシ。

（注10) Hewitt. V.'.v1., The International Politics of 

South Asia, マンチェスター、 ~anchester University 

Press, 1992年， 74ページ。原典は， Duncan,Peter J. S., 

T加 SovietUnion and India, Chatham House Papers, 
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ロンドン． Routledge, 19884'-, 11 ~ 12ページ。
（注11) 詳細については，堀本武功 r70年代以降のカ

シミール問題』外務省 1992年の第II部参照。

(ii:12) たとえば， Mankekar,D. M., Pakistan : Cut 

to Size : The Anthentic Story of the 14-Day Indo-Pak 

War, …••，二 1 -デリー， IndianBook, Co., 1972年．

166ページ／Kissinger,Henry, White llou.,e Years.ポ

ストン． Little,Broun&Co., 1979年（斉藤禰三郎訳『キ

ッシンジャー回顧録第 3巻北京に飛ぶ』小学館 1980

年 405ページ）／中村平治『南アジア現代史』 Illl川出

版社 1991年 266ページ。

（注13) 堀本武功「インド・スリランカ合意と南アジ

ア」（国立国会図＃館『調行と情報 Issue Brief』第51

号 1987年参照。

（注14) ハガティーの論文は．これらの問題を南アジ

アにおけるインドの安全保倅の観点から要領よく論じて

いる。 Hagerty,Devin, "India's Regional Security 

Doctrine," Asian Survey,第31巻第4号． 1991年4月。

(iJ:15) Hewitt, 前掲,l'f, 178ペーシ

（注16) Asian-Year Book, 1989,香港． FarEastern 

Economic Review. 

(i-El 7) Satlar, Abdul, "India's Policy on Kash-

mir,''News (Islamabad), 1992年11月2H。

（注18) Time, 1989年4月3日。

(i119) インドは．シムラ協定の実現によって印パ間

の最大懸案であるカシミール問題から国連の影響を排除

することにも成功した。インドは，従来．カシミール問

題を住民投票によ＇）て解決すへきであるとした 1948年お

よび19年の国連決議の実施を迫まるパキスタンのけ長に

対して効果的な対抗論理を持たなかった。しかし．シム

ラ協虻においては．国連か係わった停戦ラインに代わる

管理ライン (Lineof Control)の設定および二国1i}lによ

る紛争解決が定められていたのである。

(it20) 堀本 1インド・スリランカ合意と……1 参照。

（注21) Bobb, Dilip, "Cautious Optimism," lndi(1 

Today,第12巻第16号． 1987年8月31H。

III 冷戦後の印米関係

1. アメリカのパキスタン離れとインドヘのシ

フト

1980年代までの印米関係は，通常のいわゆるニ

転換期の~ll米関係

国間関係ではなかった。印パ，印米およびパ米と

いう 3つの二国間関係が錯綜して構成されたいわ

は二者関係の一部であったと言ってよい。このう

ち，印米関係とパ米関係は，シーツーの関係にあ

った。アメリカが南アジアの国際関係において両

国を同一あるいは平等に取り扱うことはなく．一

方との関係が良くなれば，他方が悪くなるという

状況が続いたからである。大屈的にみれは，印米

関係は常に低調であった。

パ米関係は，アメリカがパキスタンを支援しな

かった1965年の第 2次印パ戦争以後， 70年代まで

良好ではなかった。 1977年には．バキスタンにお

けるジアー・ウル・ハック軍事政権の登場，アメ

リカにおける民主主義と人権を外交の基軸とする

カーター政権の発足によって，パ米間の相互不信

は頂点に達していた。

こうした状況を一変させたのが1979年初めのイ

ラン革命および同年12月のソ連によるアフガン侵

攻であった。特に，アフガン問題かアメリカに与

えた影響は大きかった。もし，ブレジネフ・ソ連

書記長がアフガンに侵攻しなければ，パ米間の安

全保障関係は10年早く消滅していたであろうと言

われる国 1)ほどである。

カーター大統領は． 1980年 1月の大統領教書に

おいてパキスタンを「前線国家」 (frontlinestate) 

と宣言し， 4億八の軍事援助を申し出た（ハック

・パキスタン大統領はごれをピーナッツにすぎない，

と拒否した）。カーター政権の後を受けて1981年 1

月に登場したレーガン政権は，パキスタンを南西

アジアにおける戦略拠点として位置づけ， 83年，

アメリカ通商法におけるサイミントン条項ぼ 2̀iの

適用を棚上げした。アメリカの対パ経済・軍事援

助は， 1982年から87年までに36憶'9しに達し，次い

で87年の協定により88年から93年までに40億2000

7 
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万りレが支給されることになった。

アメリカの援助は， 1950年代から60年代までは

共産主義の拡大阻止を主目的としていたが，パキ

スタン側はこれを隣の大国インドに対する軍事上

のバランス確保に流用する傾向が強かった (it.3)0

インドは，アメリカの対パ援助が結局は対印軍事

増強に振りむけられているとして，常にアメリカ

を批判していた。アメリカの対パ援助ぱ，印米の

関係改善を妨げる大きな要因であった。

インドは， 1980年代におけるアメリカの対パ援

助再開に際しても強い懸念を表明した。しかも，

インドはソ連のアフガン侵攻を批判しなかったば

かりか，ソ連支援のアフガン政権を支持さえした

ため，印米関係は悪化の様相を見せた。インドは，

過去にもソ連のハンカリー暴動への介人 (1956年）

やチェコスロバキア侵攻 (68年）などに際して沈

黙を守り，対米関係を悪化させたが，今回も同じ

パターンの繰り返しであった。

しかし， 1988年4月に調印されたアフガニスタ

ン和平協定および徐々に進行したソ連崩壊は，ア

メリカの対パ政策を大きく転換させることとなっ

た。これを象徴的に示したのが， 1990年10月のプ

ッシュ政権による対パ援助の停止である。援助額

は1991年度だけでも 6億＇ルに達していたが，プッ

シュ政権は，パキスタンが依然として核爆弾の製

造過程にあることを理由に援助停止を決定したの

であるぽ 4)。アフガン戦争の終結は，パキスタン

がアメリカにとって有していた地政学的意味を喪

失させたのである。

援助停止を境に．パキスタンは対米関係の見直

しを迫られることとなった。パキスタン国内では，

「パキスタンは， 1990年代においては，非同盟お

よび独自の外交政策を真剣に遂行しなければなる

まい……」 hi5)との悲観的な見方があらわれ，『ド

8 

ーン』紙の社説もクリントン当選時の論評におい

てより明確に「ソ連のアフガン撤退以来，パキス

タンがアメリカの南アジア政策において占めてい

たような枢要な地位は失われたのである」ほ (i)と

指摘した。湾岸危機の最中，パキスタン軍陸軍参

謀長のベーグ将軍は，アメリカによるイラク攻撃

に遺憾の意を表すとともにサダム・フセインをイ

スラーム世界の重要なリーダーである，との声明

を行なったと言われる（注 7）。かつてのパ米関係で

は．ありえない事態であった。

しかし，ここで注意すべきことは，アメリカが

パキスタン離れを明らかにし，ィンドヘのシフト

を強めているとしても，それは本節の冒頭で述べ

た三者関係が完全に消滅したことを意味しない点

である。冷戦後においては，三者関係の争点がよ

り鮮明に浮き彫りとなっているのである。

2. 印パの戦争回避

印米関係の改善は，少なくとも， 1980年代中頃

までは． とうてい夢想だにされなかった。たとえ

ば， M・チャッダは， 1986年当時，印米関係が将

来的には改善の余地があり．貿易や技術移転が増

加するであろうが，戦略的協力にまで発展する可

能性はきわめて低いと断言した（注8)。

印米関係が改善0)兆しを見せたのは， 1980年代

後半，アフガン戦争が終結に向かい始めた頃であ

る。レーガン大統領は， 1988年にモルデイプで起

きたクーデターに対するインドの介入について，

「地域的安定に対する価値ある貢献」と祝意を表

明した国 9)。パキスタンのアーガー・シャーヒー

元外相も， 1988年前半の段階でアメリカがインド

に対して南アジアにおける地域的役割を認知した，

と指摘した（注10)。

しかし，印米問の関係改善か本格化するのは，

1990年代に入ってからである。アメリカの南アジ
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ア政策の転換を象徴的に示した出来事は， 1990年

3月の J.H・ケイリ一国務次官補の発言であっ

た。発言の主旨は，印パ間の最大の懸案であるカ

シミール問題をシムラ協定の枠組み内で解決すべ

きである．というものであったぽ11)。カシミール

問題の解決方法については，従来，インドが1972

年のシムラ協定，パキスタンが48年の国連決議を

ベースにすべきであるとそれぞれ主張するなかで｀

アメリカは国連決議重視の立場を取ってきた。ヶ

イリ一次官補発目は，アメリカがパキスタンから

インドに政策力点をシフトさせつつあることを示

したと言える情12)0 

アメリカは，なぜカシミール問題を璽視するの

か。南アジア地域における最大の国際紛争となる

のは，インドとパキスタンとの戦争であり、その

誘因は，二国間で最大の緊張要因であるばかりて

なく，第 2次大戦後の世界で未解決なまま残され

た大規模な地域紛争のひとつでもあるカシミール

問題である。印パ間の過去 3度の戦争もすべて，

結局はカシミールをめぐる戦争であった国］3)。カ

シミール問題を重視するアメリカの意図は印パ戦

争を回避することにあり，シムラ協定には管理ラ

インを現状で固定する暗黙裡の狙いが込められて

いることから．アメリカは同協定を重視するので

ある。

アメリカ国務省のT・C・シャーファー近東・

南アジア局国務次官補代理（現在，駐スリランカ

・アメリカ大使）は． 1990年7月18日のアメリカ

議会下院の公聴会において，アメリカの南アジア

政策の基本テーマとして．地域的安定．紛争の平

和的解決．全域内国との友好関係．核拡散防止，

民主主義の支持．貿易•投資におけるアメリカの

利益追求および経済開発に対する援助の 6点をあ

げている旧14）。しかし．アメリカの最優先課題は

転換期の日］米関係

何かとの議員の質問に対しては，「戦争の防止」

である， と言明したげ15J0 

アメリカの南アジア研究者L・ローズは，アメ

リカの南アジア外交には、 1950年代， 60年代およ

び80年代におけるソ連の封じ込めや70年代、 80年

代における人権問題と核拡散防止のように，程度

の差こそあるものの，「一問題j 主義の傾向が見

られると指摘しているり「16)。1990年代におけるア

メリカの南アジア政策においては， さしずめ，戦

争防止およびその関連事項が最重要課題となるの

ではなかろうか。

むろん，このほか，南アジアにおける人権問題

もアメリカの関し事項であろう。しかし，アメリ

カの関心は，人権擁護の要求が自治権拡大ないし

分離主義の激化をもたらし，インドのバルカン化、

ひいては南アジアの政治的不安定を招くことに対

する懸念から生じたものと言われる旧l7)0

印パにとっても，戦争の回避は，目下のところ

重要課題てある。インドにとって、経済自由化な

ど国内の優先課題に取り組むためにも，戦争回避

は望むところであろう。 1992年になってインドの

政府高官が，現在の管理ラインを国境として認め

てもよいとの見解に傾いてきた国18J，と言われる

のもこうした事情によるものとみられる。パキス

タンとしても，必要以上にカシミール問題を混乱

させるのは得策でない。現に，バキスタン政府が

1992年2月にジャムー・カシミール解放戦線によ

るパキスタンのアーザード・カシミール (Azad

Kashmir)側からインドのジャムー・カシミール

(Jammu and Kashmir)州への越境行進を止めさせ

た理由は， IBソ連における民族主義の高揚に煽ら

れて隣接するカシミールの分離感情が強化され，

コントロール不能の状態に陥ることを恐れたため

であるという □19)。

， 
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しかし， S・ガングリは，印パとも国際構造の

変化や戦費の国内経済に及ぽす負担などによりカ

シミールをめぐる戦争を阿避しようとすることを

認めつつ，最近の両国が「攻勢的防衛j原則をとり

はじめているごとを指摘し，インドがカシミール

のテロ問題に対処できず． 一方でパキスタンが1'青

勢の悪化を継続させる場合には，戦争の可能性も

否定できない， と述べている <it20)。

1990年5月に R・ゲーツ・アメリカ大統領国家

安全保障次席顧問が印パを訪問したのは，当時，

両国間の緊張か極度に高まり，アメリカの情報機

関が戦争勃発の可能性は50ら口と観測していた状況

にあって，アメリカの介人により戦争を回避させ

ることを目的としていた。アメリカの最大の懸念

は，印パ戦争が核戦争にエスカレートすることだ

ったと百われるぼ21)。今後，印パ戦争か起きた場

合に核戦争に発展する可能性が高いごとは，多く

のアメリカの南アジア専門家が指摘するところて

ある（注22)。

3. 関係改蕃の障害としての核問題

したがって．アメリカはEllパの核ltl閣に重大な

関心を持っており，その南アジア政策においては

印パの NPT（核拡散防止条約）参加実現か中心的

な課題となっている。しかし，現在まで，印パと

もNPT参加を頑強に拒否し続けている。核問題

は．関係改善を基調とする印米関係における最大

の障宙となっている。

インドが NPTへの参加を拒否する理由は重層

的である。まず，アメリカ｝：導のl仕界安全保仰体

制に対する反発および域内事項に関する域外勢力

の介入阻止という基本的理由があるの i欠いで， H

体的な理由としては， NPTがそもそも非保有国

だけを対象とする不平等条約である点および中国

IO 

の核保有に加えパキスタンの核への執着がインド

の安全保障に脅威であることなどをあげる。イン

ドの安全保障政策はアジア全域，特に中国を視野

に入れたものであって．南アジアだけを対象範囲

とするものではない。そこに，パキスタンやアメ

リカの核に対するスタンスと大きなずれが牛じる。

一方，ペキスタンは，従来からアメリカがパキ

スタンの核開発だけを槍玉にあげているとの不満

を持っており，ィンドが NPT.に参加しない限り

は，自国も不参加という基本的な態度を採ってい

る。特に，アメリカの後盾がなくなった現在，核

は通常戦力で劣るバキスタンのインドに対する最

も付力な安全保障装府であるとも，ìえる。確かに．

パキスタンは，南アジアにお(ナる核拡散防止に対

しては，前向きの姿勢を示している。たとえば，

シャリーフ首相は， 1991年6月6日，南アシア非

核地域宣言のための印パ米中口 5カ国会議の開催

を提案した。しかし，シャリーフ提案は，非核に

取り糾むポーズによって．前年10月に停止された

アメリカの対パ援助を再開ないし緩和させること

を狙ったものであった。

印パ間では1949年11月に共同不戦宣言が協議さ

れて以降．さまざまなfl)平のための提案が行なわ

れてきた。しかし，いずれの提案も対外的な宣伝

材料に利用されてきた形跡があり，相互不信など

から日の目を見ていない。宣伝材料として利用す

る、点ではパキスタンの方が巧みであり． t述のシ

ャリーフ提案やパキスタンが1981年9月にインド

に対して行なった不戦条約提案（注23)などはその好

例てあろう。印パ間で例外的に成就した唯一の合

意は， 1988年12月にベーナズィール・プットーと

ラジーブ・ガンディーとの間で調印された相互の

核施設攻撃禁止協定である c

アメリカは，核拡散状況への動きが一時加速し
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たものの最終的には非核化の合意に成功した朝鮮

半島の例ぼ24)を，南アジアにも適用したいところ

てあったろう。このことは．ブッシュ政権がシャ

リーフ提案を1自ちに支持したことにも現われてい

る。アメリカは，印パ間の緊張関係が両国の核ヘ

の執着を強めることを恐れている。だからこそ，

アメリカは， 1990年春に高まった印パ間の緊曲を

緩和させた後は，両国に対して，現地部隊相I[：間

の接触や国境沿いの空軍の事前通報などをはじめ

とする信頼醸成措置を講じるよう慟きかけてお

り付1:25)，事実， 1:11パ間でもこれらの点についての

協議が行なわれている。

アメリカ国防総省が明らかにした1992年8月21

H付の92年版「統合軍事評価」は、アメリカか構

想している「枯盤戦力」の内容を詳説している。

基盤戦力とは，冷戦構造の崩壊とソ連からの差し

迫った地球的規模の脅威が消滅したことを受けて，

アメリカ戦略の,1(点を局地的な危機対応に移行す

るのに伴い，アメリカの戦力を漸次削減しなから

も，必要最小限の戦力水準を1995年までに完成し

ようというものてあり，「アメリカが新世界秩序

において引き続きグローバル・パワーたらんとす

る際に必要とされる戦力」 lit26)を明確に示すもの

である。この構想においては，核を保有する大国

によって制御された核の抑1UJか必要となり，核

拡散を防止することが重要になる。アメリカはす

でにロシアとの核および戦略兵器の削減計画に合

意しており， また．フランスが1992年 6月，中国

か92年12月にそれぞれ NPT加盟を決定している。

国防省構想は，プッシュ政権下て作成されたも

のであるが．クリントン政権も世界情勢およびア

メリカの財政状況などの理llIから基本的にはl<i]様

なttt界戦略U)枠組みを継承せざるを得まい。

印パの核開発を放置すれば NPTの意味が減少

位換期(j)r:11米関係

すると考えるアメリカは， 1990年代以降，南アシ

アにおける核拡散防止に対してさまざまな措置を

講じている。まず，アメリカ議会ド院は， 1991年

6月13H，ィンドが核兵器を所打しようとするか

ぎり，インドに対する援助を行なわないと議決し

た。プッシュ大統領は， 1992年 1月31日，ラオ首

相に対して先述した南アジア 5カ国会議への参｝JII

を要請したが，同首相はこれを拒否した旧27)。印

パの核開発に対するアメリカ議会の雰囲気は湾

岸戦争後，硬化していると言われる《f28)。

アメリカの核拡散防Jt.に対する基本的な対応は，

まず，未加盟国をNPTに参加させることであり．

次善の策として非核地域を設定してこれに未加盟

国を参加させることにあると思われる (il'29)。具体

的には，ブラジルおよびアルゼンチンはトラテロ

ルコ条約 (Tlatelolco条約、ラテン・アメリカ非核

地帯）に原則的に合意しているほか，アメリカぱ

イスラエルに対してNPT加入ないし中東非核地

帯創成をめざすよう働きかけているり1..i(））。残る地

域が南アジアとなるわけである。アメリカが核拡

散防Ilを積極的に推進するのには， 1ril国が NPT

をttt界的な安全保障体制の中核に位間づけてお

り荘31), 1995年に期限切れとなる NPTを無期限

かつ無条件で更新しようとしているからである。

最近のアメリカに核拡散への取組みと並行して

特徴的なことは，核兵器と密接な関係を持つミサ

イル管理である。アメリカは， 1992年初め，ロシ

アからインドヘの低温ロケットエンジン製造に関

する技術移転を阻ltするため，両国に圧力をかけ

た。しかし，両国ともこれに応しなかったため｀

プッシュ政権は，同年5月11日， ミサイル技術管

理体制の方針に反するとの理由で，ロシアの宇iii

局 (Glavkosmos)およひインドの ISROの両宇市

開発機関に対する制裁を発表した。制裁は，両機

II 
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関に対する向こう 2年間にわたるアメリカ技術の

移転禁止などを骨fとするものである。インドは，

アメリカの圧力に屈しないとの意気込みを示すか

のように 5月に連続してロケット発射実験を行な

った（注32)。アメリカ議会は， 1992年10月 6日， 61

年外国援助法 (ForeignAid Act)を改正し，アメリ

カ大統領に対して中国，インドおよひパキスタン

の核・ミサイル計画について議会に報告するよう

義務づけた(ii33)。

（注 I) Thornton, T. P., "Between the Stools : US 

Policy towards Pakistan during the Carter Adminis・

tration," Asian Survey.第22巻第10号， 1982年10月。

(it 2) 核保打国となろうとする国 (thresholdnuclear 

states)に対するアメリカの援助を停止することを規定。

アメリカ国務省は｀ 1983年の段階でパキスタンの核兵器

計画を知ってし、たという。 Statesman,1992年3月22|lり

(it3) インド人研究者によれば，ハキスタンには會

いずれは隣の大国インドに飲み込まれてしまうのではな

いか， という不安感があり，この不安感を克服するため

にインドと同等ないし対等になろうとする心理，すなわ

ち「平衡症候群」 (paritysyndrome)があるという。

Chopra, V. D.編 Studiesin Inda-Pak Relations.ニュ

ーデリー、 PatriotPublishers, 1984年， 140. 2:¼ベーシ，

(it4） これは，核開発疑惑のある国には援助を行な

わないことを定めたいわゆるプレスラ一条瑣を適用した

ものである。 1ul条項によれば，援助再開には．背該同か

核開発をしていない旨を大統領が連邦議会に対して証明

しなければならない。

（注 5) Rizvi, Hasan-Askari, Pakistan and the Stra-

tegic Environment : A Study 1)fForeign Policy, ニュ

ーヨーク． St.Martin, 1993年， 11ベージ。リズヴィは

同書て，その理由として，冷戦の終結，アメリカにとっ

てのパキスタンの南アジアにおける戦略的怠味())低ド＊

アメリカ 0)閃心のアフガンからソ連・東欧への移h•胄而

岸戦争をパキスタンの軍事的支援を受けずに処即できた

というアメリカの自信，中パ関係の変化をあけ，中パに

ついては，良好な関係が継続しようか｀中国にはアメリ

カのような軍事援助を期待できないうえ．中国はアメリ

カの技術を必要としているので．パキスタンのためにア

I2 

メリカとの関係を悪化させるようなことをしまい，と述

べている。

（注 6) Dawn, 1992年11月5日。

（注 7) Hewitt, 前掲書， 65ペーシ。

ぼ 8) Chadda, Maya, "India and the United 

States: Why Detente Won't Happen," Asian Survey, 

第26巻第10号． 1986年10月。

（注 9) Time. 1989年4月3日。また， ソ連でも 1,i]し

ような見方か出ており．ソ連の南アジア研究者らは，イ

ンドが1970年代に南アシアの中心的な勢力， 80年代には

地域的海軍バワーとなり， 90年代にはアジアのt要な地

域的勢力となろうと f測し，ィンドの動きにエールを送

ってしヴこ Bratersky, M. V. ; S. I. Lunyov, "India at 

the End of the Century : Transformation in to an 

Asian Regional Power," Asian Survey,第30巻第10号．

1990年10月。

（注10) Shahi, Agha, "Pakistan's Foreign Policy : 

A New Dimension." Journal of South Asian and Mid-

die Eastern Studi侭，第11巻第 3号， 1988年春。

（注11) Lockwood, David E; Barbara Leitch Le-

Poer, "Kashmir : Conflict and Crisis," CRS ls..~ue 

Brief (Library of Congress. Congressional Research 

Service). 1991年 8月8日． 8~9ペー乞国務省が連

邦議会下院外交委員会アジア・太平洋問題小委員会に宛

てた答弁書 (1990年9月10日）においても，カシミール

問題がシムラ協定の精神に則って両国間で平和的に解決

されるべきであり．囚連決成に甚づく住民投槃を時代に

そぐわないものと断定している。 U.S. Congress. House 

Committee on Foreign Affairs. Subcommittee on 

Human Rights and International Organizations, Hu-

man Rights in Asia : Hearing and Markup before the 

Subcommittees on Human Rights and International 

Organiこationsand on Asian and Paczfic A.flairs•••…, 

101 Congress, 2 nd細 'on.July 8, 1990 on H. Res. 

398,ワシントン D.C., U. S. G. P. 0., 1991年。

（注12) シムラ協定を支持するかまたは国速決議を支

持するかによって．その国と印パとの関係を推測するこ

とができる，9

（注13) 堀本『70年代以降の……』 25ペーシ。

（注14) U.S. Congress. House Committee on For・

eign Affairs. Subcommittee on Human Rights and 

International Organizations,前掲議事録嶋 55ページ。

（注15) 同上議事録 81ページ。
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（注16) Rose, Leo, "The United States and South 

Asia," Area Study Center, Quaid-i-Azam University, 

イスラマハード， 1989年4月6日における講演。 Malik,

Iftikhar H.，前掲論文， 293ページ。

（注17) Cronin, Richard P., "India : Regional Dissi 

dance and Human Rights Problems," CRS Report 

(Library of Congress. Congressional Research Ser-

vice), No.91-585F, 1991年8月2[i, 43ページ。ア

メリカの＇人権のための弁護士委 ti会」のワシントン所

長の J・エルドリッジは．アメリカ議会下院公聴会にお

いて，アメリカの援助が人権問題とリンクさせられてい

るにもかかわらず， ’K際には共I崖i義の拡大防llーなどと

いった戦略目標が優先されてきた，と指摘している。

"Statement of Joseph Eldridge, Director of the Wa-

shington Office, Lawyers Committee for Human 

Rights," U.S. Congress. House. Committee on Fo-

reign Affairs. Subcommittee on Human Rights and 

International Organizations, （）匹rsight1}fthe Stat,・ 

De如rtment'sCountry Reports on Hu加 nRi1Jhf.s Pra-

ctices for 1991 and U. S. Hu加 nRights Policy : 

!leaガngs.JO I Congress, 2 nd,、:ession,Febmary 5 and 

March 4, 1992,ワシントン D.C., U. S. G. P. 0., 1992 

年， 13ページなお，アメリカ外交における人権問題に

ついては．｛i賀貞「／ト咽 アメリカ外交における人権」

（同編『アメリカ外交と人権』日本国際問題研究所 1992 

年）を参照されたい，また， Amnesty International, 

India, Torture, Rape(_¥le Deaths in Custody. ロンドン，

1992年は，インドにおける人権状況を詳述している。

（注18) Clad, James, "South Asia at a Crossroads," 

International Herald Tribune, 1992年 8月］411.. 

（注19) Thakur, Ramesh, "India after Nonahgn-

ment," Foreign Affairs, 第71巻第2号， 1992年春

（注20) Ganguly, Sumit, "Avoiding War in Kash 

mir," Foreign Affairs,第69巻第 5サ 1990/1991年冬。

また，ラスル• B・ライスも．世界的な緊張緩和および

超大国間の関係正常化か南アジアの安全保仰に与える影

響は，カシミール紛争など核心的な問題が解決されない

限りは．部分的 (marginal)であろう，との悲観的な展

屯を示している。 Rais,Rasul B., "Pakistan in the Re 

gional and Global Power Structure," Asian Sun匂＇，第

31巻第 4号， 1991年 4月。

（注21) New York Times International, 1990年 6)］

17日。また， Hersh,Seymour, "On the Nuclear Edge," 

転換期のI'.11米関係

New Yorker, 1993年3月29日においては，この印パ核

戦争に絡んだアメリカ政府内の動き等が詳述されている。

（注22) Jones, Rodney W., "Security in Southern 

Asia," Washington Quarterly,第15巻第 1号． 1992年冬。

またソラーズ・アシア太平洋問題小委U会委員長の発，i。

U. S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. 

Subcommittee on Asian and Pacific Affairs, Overview 

of F:vents in the South Asian Region: Hearing, IOI 

Congre.<;,,, 2nd S!'ssion March 6, 1990,ワシントン

D. C., U. S. G. P. 0., 1990年． 75ページ。

(it23) この提案は，インド側からは．レーガン政権

が計画した30億2000万ド，の対パ援助を米議会に承認させ

るための戦術的措置てあると取られた (Malik,Iftikhar 

H.，前掲論文）。結局のところ，アメリカの対パ援助がア

フガン1;,Jけであって，インドに対するものではない， と

の雰囲気作りに成功した。

(it24) 朝鮮半島における核拡散については， Park,

Tong Whan, " Issues of Arms Control between the 

Two Koreas." Asian Suroey,第32巻第 4号， 1992年4

月参照，

(it25) Clad. hij褐記事。 1,IIパ両国の外務事務次'ffは，

1991年4月，管理ライン沿いの緊張緩和のための 2協定

に調印した (Statesman,1991年4月7fl)。ライスは，印

パ間(})に頼性構築措置は，カシミール問題やシアチン

(Siachen)氷河係争から切り離して達成しようとしても．

これらの基本的な問題が解決されない限りはあまり成功

しまいとの悲観的な見方をr].、している (Rais，前掲論文）。

（注26) r世界週報』 1992年10月13日。

（注27) Statesman, 1992年2月 1日くヽ

(il:28) Jones, 前掲論文。

（注29) U. S. Congress. House. Committee on For-

eign Affairs. Proliferation and Arれ sControl : Hea1'・

ing．ヽ heforethe Committee on Foreign Affairs and Its 

Subcomittee on Arms Control, International Security 

and Science……,101 Congress 2nd Session, May 7 

and July 11, 1990, ワシントン D.C., U. S. G. P. 0., 

1991年， 250ペーシ。

（注30) 同上。

(ii:•31) 同上報内書 249ページ。

｛注32) ます， 5日に短距離地対地ミサイル「プリト

ピ」（地）， 20日に科学実験用人工衛星の打ち上げをそれ

ぞれ成功させたが， 29日の中ifi離弾道ミサイル「アグニ l

（火）は第2段ロケットの姿勢制御に失敗した。
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(it33) Far加sternEconomic Revinか，第155巻第13

号， 1992年10月29凡中国はパキスタンに核・化学兵器

を搭載 IlJ能な M-11ミサイルを供給したと言われる，9

W々1shin!{tonPost. 1991年61417H。

N 今後の印米関係

1. インドをめぐる国際環境

今後の国際舞台において，アメリカかどの程度

の主祁権を行使てきるかは議論の余地があろう

が(i中］），引き続き重要な役割を演することはIil違

いなかろう。アメリカのポスト冷戦期における世

界戦略は，「新l止界秩序」としてフッシュ政権時

代に構想されたものである。新世界秩序の狙いは

不明確であるか，ヽ11面のH椋は．アメリカによる

一極支配指向および同盟国に対する応分の負担要

求などであろう。より具体的には．自国の影響力

を保持したまよて，国連を屯用するこどにあるも

のと思われる。これらの政策力点は，クリントン

政権においても 111]様であるり12)0 

国連の新たな機能は．国連のカリ事務総長が提

案した「平和(})ための議題」（i卜3)に描かれている

基本的な考えh―は．その副閣にうたわれているよ

うに予防的外交，平和成就．平和維持にあり．平

和執行部隊の創設に見られる国連の軍t＃機能の強

化を目的とする。アメリカの最近の動きとこのガ

リ提案の内容には，かなりの共通Hか見られるこ

とが特徴的である国 4)0 

発展途上国は，アメリカの新たな対応やガリ提

案が国内問題への介入ないし主権の制限をもたら

すものとして疑惑ないし強い反発を表明している。

イントも同様な反応を示しており．たとえば，約

岸戦争に際して (jt5)．地域問題は外部勢力の介入

を排して地域の関係国によって平和的に解決され

14 

るべきである， と主張した。このt張は，インド

が南アシアの域内問題について域外勢力の介人を

排除しようとする場合のロジックと同様なもので

ある。

2. インドの選択肢

アメリカがポスト冷戦の世界秩序をそのt導の

下に構築しようとしている状況にあって，インド

はこれにどのように対応しようとしているのか。

この問題を検討する際の菫要なポイントは，地域

としての南アジアの重要性が中東や太平洋などと

比較して低Fしている点であろう。 1980年代まで

の南アジアは．冷戦状況を背景に，アジアと中東

とに跨がり，かつ，ソ連および中国に対的すると

いう絶好の地政学的意味を保持していた。ちなみ

に，この意味をフルに泊用してアメリカからの援

助を引き出したのがハキスタンであった。しかし，

ごの意味ぱ1990年代に入ってからは減価しつつあ

るように思われ，アメリカの南アジアに対する関

心低下を招いている (it6)。

特にインドの場合、かつてのソ沖のように依拠

すべき国もなく，非同盟の持つ意味が減少してい

るうえ勺i-7)，経済開発の立ち後れなどの結果，世

界第 4位の軍＇ドカおよひ世界第 1(）位の GNPを誇

ってはいても．これまで保持してきた国際的なス

テイタスを危うくする可能性に而面している。す

でに．ィンド人自身から「（インドは）全体として

自国が世界的大国への道を歩んでいると見．この

認識に基ついて域内関係および国際関係を展開し

た。その結果は，海外では存在が薄く，域内では

疑惑を持たれ．国内ては紛争続きであった」（沖8)

との厳しい評価を受けるに至っている。

このような状況にあって．ィンドに多くの選択

肢は残されていない。当面は．従来どおり南アジ

アにおける優越性の保持に努め．さらには世界的
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大国を指向していくであろうが，そのためのfか

かりは国連しか残されていない。インドか NAM

（非同盟運動）の変わらぬ意義を強調して，そのリ

ーダーであることを誇示しているのも，安全保障

理事会入りを狙った行動偉 9)とも考えられる。そ

うだとすれば，安保理国がすべて核保有国である

現状においては．ィンドが核を放棄する uJ能性は

薄くなる。イントとすれば，核保fiプラス安保即

入りこそ大l日の行格要件と考えているに違いない。

M・パウエルは，「地域的優紡を指向したイン

ドの動き j ・と題する論評において、 1992年 7月の

インドによる中距離弾道ミサイル・アグニの発射

成功に懸念を表明しつつ，すでに核兵器保有国と

見られているインドに対して，「西側およひオー

ストラリアは，ィンドの国家的尊厳およひ地域的

安定のニーズに行するように，その危険な核・ミ

サイル開発からインドを抜け出させるような明確

なゴールを示すべきだ」と提言しているぼ10)0

アメリカは， 1980年代の後半以降，南アジアに

おけるインドの役割を再評価しはじめている。し

かし，それは．あくまでも，いわはミトル・パワ

—ぼ II) としてのインドに対する評価てあって．大

国インドではないしたがって，現｛いの柑界にお

ける大囚要件たる核兵器の保有をイントに認知す

るまでには至らない。アメリカは，核兵器抜きで

あれば，ィンドを南アジアの大国として認知し，

地域的スタピライザーとしての役割を期待するで

あろう。

むしろ，その方がアメリカの国防費削減という

財政H的に合致し，好ましい状況となろう 1991

年にカーネギー財団の委託により行なわれた冷戦

後の印米関係に関する研究報告も，アメリカはそ

のアジア政策においてインドを中国と平等に扱う

べきであるとするなど，従来とは質的に異なる対

転換期の日1米関係

印政策を提言している国12）。しかし，プッシュ政

権時代のアメリカは，その国防政策の秘密文書が．

南アジアに関する部分において， 「・・・・・・アメリカ

は，南アジア諸国およびインド洋に対するイン

ドのヘケモニー指向を思い止まらせるべきである

……」 {i-!-131と指摘していたように，既存の対印政

策を保持していた。

これに対してインドには，依然として南アジア

の盟主論かあり，たとえば， 1991年10月．アメリ

カで講演したパント元国防相は，イントが南アジ

アの平和のために中心的な存在とならなければな

らない， と述べたぼ14)。しかし，インドとしては．

地域的スタピライザーの役割は歓迎できるところ

であろう (ri15）。この謀知は，独立以降に氾い求め

てきた域外勢f]の排除という目的を相当程崖まで

実現できることを慈味するからである。しかし、

核兵器の放窮については，国内情勢を勘案すると

とうてい甘受できまい（注16)。インドにとって核兵

器は，たんに自国の安全保障政策の中核であるだ

けではなく，大国インドのいわば存在証明である。

むろん，インドの安全保障政策に問題かないわ

けではないいインドは今までのところ統合的な安

全保障政策を明らかにしていない。 1992年8月に

公表されたインド国防省に関する連邦議会歳出委

員会報告書は，ィンドが，明確に表現され，かつ，

統合化された防衛政策のないまま，過去 4回の戦

争を行ない，また．周辺国の要請に基づいて軍事

作戦を展開したごとを糾弾し，正式な安全保障ド

クトリンか付在しないことに強い遺憾の意を表明

した(iH7)。ポスト冷戦期のインドは，自国の対外

政策と安全保障政策とをどのようにリンクさせる

かの選択を迫られているのてある。

インドは，独立後．今日に至るまで主権の護持

および域外勢力の排除を指向し，ょうやく対外的

巧
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な認知を受ける可能性のある段階にまで到達しつ

つあるように見える。インドの対外政策を支えた

ー半の要因は，民主政治の存続およぴ政治的安定

など相対的に充実した内政状況によるところか大

であった， と目えよう。しかし， 1992年12月のヒ

ンドゥー教徒によるモスク破壊以降のインド内政

は大きく揺らぎつつある。この内政状況は，経済

自由化政策の成否とともに，今後のインド外交に

とってアキレス腱となる可能性を持っている。

クリントン政権は，目下のところ，世界戦略に

おける南アジアの位置づけを明確にはしていない。

しかし，アメリカが直面する構造的な環境に大き

な変化が見られない以上，同政権はこれまでの路

線を継承せざるを得まい。パ米関係がマイナーな

要因となろうとしている現在，印米両国は，パキ

スタンとの関係を離れた通常のバイラテラルな関

係を模索できるようになってきたのである。印米

関係は，世界におけるインドの位置づけをめぐる

認識およびこの認識に直結する核問題をめぐる対

立・調整を軸に展開されることになろう。

（注 l) たとえば． Foreign Affairs,第71巻第 2号，

1992年春に掲載された Nye,Joseph S., Jr.. "What New 

World Order"をはじめとする諸論文。特に，ナイの主

張が興味を11＜。 t張のポイントは。今後の世界秩序は

アメリカのヘゲモニーの時代ではなく，多階層的に相互

依存的なものである，というものてある。

（注 2) 民t党の大統領選挙綱領。 ‘'PartyStatement 

of Policies Mirrors Clinton's Goals," Congressional 

Quarterly,第50巻第29号． 1992年7月18日。 FarEastern 

Economic Review,第155巻第45号， 1992年11月12Hによ

れば．クリントン政権の対外政策はうアメリカが世界を

リードしなければならない」ということにあり，そのた

めの具体策が国際経済リーダーシップの再確立．他国に

おける民キ|:．義の拡大支援，安全保障危機に対応する軍

事力の再建にある， という。

（注 3) Boutros-Ghali, Boutros, An Agenda fi()r 

Peace, Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-

16 

keeping,ニューヨーク， UnitedNations, 1992年。

（注 4) ガリ提案は、クリントンの外交問題顧問であ

るコロンヒア大学のガードナー教授（ケネティ．ジョン

ソン政権時代の国務次官補）の協力の下に作成されたと

言われる e r読売新聞』 1992年9月16日，

（注 5) 湾岸戦争に対するインドの対応は巧妙であっ

たさインドが1991年 1月9日から米空軍機にポンヘイな

ど国内における途中給油を認めたことを受けて，アメリ

力はインドに対してスーパー・コンピュータの売却を決

定するとともに、同月19日にはアメリカの了解を受けて

IMFが18億，ぶの対印クレティットを承認したという c

Malik, Mohan J., "India's Response to the Gulf Cri・

sis : Implications for Indian Foreign Policy," Asian 

Su冗 ey,第31巻第9号。 1991年9月。

（注 6) この点については．アメリカの南アジア専門

家の多くが指摘するところてある。 Rose,Leo E. ; Eric 

Gonsales編， Tou:arda Neu・ World Order: Adjusting 

Indiaじ SRelations,,ゞ ークレイ． University of Cali-

fornia Press, 1992年。

（注 7) 異論もある c たとえは，ムニは， ネルー外交

の柱たった非同盟が国際経済問題への対応など依然とし

て有効な政策であると主張する。 Muni,S. D., "India 

and the Post-Cold War World: Opportunities and 

Challenges," Asian Survey,第31巻第 9号， 1991年9月。

（注 8) Thakur, 前掲論文c

（注 9) たとえは，最近ではインドのC ・ガレカン代

‘表が1992年11月の国連総会において，安保理を強化する

ために．よりバランスの取れた構成にすべきである，と

主張している (UnitedNations Press Release, GA/8427, 

1992年11月23日）。ラオ首相は． 1992年 1月31日の安保

理首脳会議において，安保理構成員を増員する必要性を

強調した (Statesman,1992年2月1日）。インドの常任理

事国入りには、たとえは，モイニハン上院議員（元駐印

アメリカ大使）か支持発言を行なっている (Statesman,

1992年 1月17日）。しかし．これにはパキスタンか反対

しており．カンジュ外務担当閣外相がインドの常任理事

国人りに反対する旨を明らかにしている (Statesman,1992 

年 2月10日） C

（注10) Christian Science Monitor, 1992年11月5日。

（注11) ミドル・パワーとは．国際政治におけるパワ

ー・ポリティックスの視点から分析して．大国に対抗す

る中級国家・中進国・中間国を包摂した概念である（馬

場伸也「序論J （同編旦ドル・パワーの外交ーー自立と
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従属の葛藤一ー』 H本評論社 1988年） ;3~ 9ペーシ。

これに対してヒューイットは．「世界的役割を保持しえな

いが．特定の地域的文脈で支配的な，本質的に地域勢）J

(re印onalpower)である」 (Hewitt,前掲内． 196ページ）

と定義づけているが． これは単に地域的大国という文脈

的な意味を持つにすぎまい。ヒューイットの定義には疑

義かあるものの．国際関係におけるインドをミドル・パ

ワーとの観点から分析した点は斬新である (Hewitt,同

t書． 193~199ページ）。

(it.12) Harrison, Selig S. ; Geoffrey Kemp編， In-

dia & America after the Cold War,ワシントン D.C., 

Carnegie Endowment for International Peace, 1992年。

(itl3) このほか．国防総省報告書は． Iiiアジアにお

ける核開発の抑制を目指し，印パを NPTに加盟させ、

場合によっては印パに対する先制攻撃を想定する一方．

パキスタンについては．パキスタンは南西アジアおよび

中央アジアにおける安定的な安全保障条件を醸成すると

いうアメリカの戦略において重要な要件であり，アメリ

力は核問題を解決したうえで軍巾関係の再建に努めなけ

ればならない．と述べるなと，総じて．インドに対して

厳しい内容のものであった (Statesman,1992年 3月 9

日），，その後， H|th総省は，柘l文書が草案てあり， また，

アメリカがインドに対して何ら覇権的計画を持たないと

述べ，公式的なものではない，と強調した。

(ii」4) Statesnum, 1991年10/-J2 H。

(itl5) 印米l』]では． 1991年 4月．訪「Ilした C・キッ

カイカー米陸軍中将提案後，急速に軍事関係の進展が見

られる｛，提案の概要は，印米市"]令官の定期協議，軍人

の祖Ii訪問，合1,i]演習などを骨fとする。その後， 1992

年 5月には，「マラバール92」と名づけられた印米共同海

上演料が小規模なから行なわれるまでに全っているし、国

転換期のEII米関係

防調査分析研究所のパスカルは「演料ではなく．その意

味合いに価値がある」と評価した (IndiaToday,第17巻

第12号， 1992年 6月3011)。印米が，近年，緊密な軍事関

係を発展させている背尿について，アルジュン・カトウ

チ（インド軍退役大佐）は，アメリカ側の場合，今世紀

末の世界にはアメリカ．ロシア．中国． ドイツ．日本，

インドの 6カ国のパワー・センターが出現するとの軍事

的な認識の下に｀イスラム原理t義の拡大か新たな脅威

となっており， トルコからマレーシアに至るイスラム三

III」地帯の国々においては．インドたけが地域的スタビ

ライザーとなりうること．一方，インド側の場合．印米

軍事関係の強化が中国およびパキスタンに対する抑制効

果を期待できるうえ，冷戦後における一極世界の新しい

現実においては．政治経済的な利益をもたらすこと 1こな

る． と指摘している (Statesman,1992年 4月23日）¢

(it16) インドが核兵器を持つべきであるとする議論

は．パント元国防相 (Statesman,1990年12月24日）およ

びシャルマ BJP （インド人民党）副総裁 (Statesman, 

1991年11月ll11）といったインド政界の有力者などから

提議されている。また．ィンド共産党（マルクス主義）

は．ハーソロミュー・アメリカ国務省国際問題担当次官

補0)訪印に関叱して， インドはアメリカの圧力にlttlして

NPTに参加すべきでばないとの声明を発表した (States-

man, 1991年11月23日）。

(it17) India. Parliament. IO th Lok Saabh. Est-

1mates Committee 1992-1993, 19th Report: Ministぢ

。ifDefence, Defence Force Levels, Manpower, Man-

“gement and Policy,ニューデリー． LokSabha Sec-

retariat, 1993年 27ページ。

（国立国会図書館）
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